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令和５年報告第32号

令和４年度岡崎市決算に係る健全化判断比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１

項の規定により、令和４年度岡崎市決算に係る健全化判断比率を別紙のとおり監

査委員の意見を付けて報告する。

令和５年８月31日提出

岡崎市長 中 根 康 浩
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健全化判断比率報告書

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和４

年度岡崎市決算に係る健全化判断比率を次のとおり報告する。

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

－

（11.25）

－

（16.25）

0.6

（25.0）

－

（350.0）

（注）括弧内の数値は、早期健全化基準である。
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５監第86号

令和５年８月28日

岡崎市長 中 根 康 浩 様

岡崎市監査委員 髙 橋 重 長

同 長谷川 龍 伸

同 中 根 武 彦

同 井 町 圭 孝

健全化判断比率の審査意見の提出について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により審査に付

された令和４年度岡崎市決算に係る健全化判断比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類を岡崎市監査基準の規定に基づき審査した結果、次のとおりそ

の意見を提出します。
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令和４年度岡崎市健全化判断比率審査意見

第１ 審 査 の 種 類

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき審査

に付された岡崎市監査基準第４条第１項第８号の規定による審査

第２ 審 査 の 対 象

令和４年度岡崎市決算に係る健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類

第３ 審 査 の 期 間

令和５年７月21日から同年８月28日まで

第４ 審 査 の 着 眼 点

比率の算定基礎となった書類等が関係法令に準拠して作成され、その算定過

程は適正か等を審査した。

第５ 審査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、市長から送付された健全化判断比率及びそ

の算定の基礎となる事項を記載した書類について計数の照合を行い、併せて関

係職員の説明を聴取して審査を実施した。

第６ 審 査 の 結 果

審査に付された下記、健全化判断比率の算定及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、適正なもの

であると認められた。

記

（単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

－

（11.25）

－

（16.25）

0.6

（25.0）

－

（350.0）

（注）括弧内の数値は、早期健全化基準である。
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令和５年報告第33号

令和４年度岡崎市公営企業決算に係る資金不足比率について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１

項の規定により、令和４年度岡崎市公営企業決算に係る資金不足比率を別紙のと

おり監査委員の意見を付けて報告する。

令和５年８月31日提出

岡崎市長 中 根 康 浩
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資金不足比率報告書

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、令和４

年度岡崎市公営企業決算に係る資金不足比率を次のとおり報告する。

会計の名称 資金不足比率（％） 備 考

阿知和地区工業団地造

成事業特別会計
－

地方公共団体の財政の健

全化に関する法律施行令

（ 平 成 19 年 政 令 第 397

号）第17条第４号の規定

により事業の規模を算定

農業集落排水事業特別

会計
－

地方公共団体の財政の健

全化に関する法律施行令

第17条第３号の規定によ

り事業の規模を算定

病院事業会計 －

地方公共団体の財政の健

全化に関する法律施行令

第17条第１号の規定によ

り事業の規模を算定

水道事業会計 －

下水道事業会計 －

（注）各会計における経営健全化基準は、20.0％である。
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５監第87号

令和５年８月28日

岡崎市長 中 根 康 浩 様

岡崎市監査委員 髙 橋 重 長

同 長谷川 龍 伸

同 中 根 武 彦

同 井 町 圭 孝

公営企業の資金不足比率の審査意見の提出について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により審査に付

された令和４年度岡崎市公営企業決算に係る資金不足比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類を岡崎市監査基準の規定に基づき審査した結果、次のと

おりその意見を提出します。
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令和４年度岡崎市公営企業資金不足比率審査意見

第１ 審 査 の 種 類

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定に基づき審査

に付された岡崎市監査基準第４条第１項第８号の規定による審査

第２ 審 査 の 対 象

令和４年度岡崎市公営企業決算に係る資金不足比率及びその算定の基礎とな

る事項を記載した書類

第３ 審 査 の 期 間

令和５年７月21日から同年８月28日まで

第４ 審 査 の 着 眼 点

比率の算定基礎となった書類等が関係法令に準拠して作成され、その算定過

程は適正か等を審査した。

第５ 審査の実施内容

岡崎市監査基準の規定に基づき、市長から送付された資金不足比率及びその

算定の基礎となる事項を記載した書類について計数の照合を行い、併せて関係

職員の説明を聴取して審査を実施した。

第６ 審 査 の 結 果

審査に付された下記、資金不足比率の算定及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、適正なもので

あると認められた。

記

（単位：％）

会計の名称 資金不足比率

阿知和地区工業団地造成事業特別会計 ― （20.0）

農業集落排水事業特別会計 ― （20.0）
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病院事業会計 ― （20.0）

水道事業会計 ― （20.0）

下水道事業会計 ― （20.0）

（注）括弧内の数値は、経営健全化基準である。
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令和５年報告第34号

岡崎市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例の

専決処分について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき、別紙専決

処分書のとおり専決処分した。

同条第２項の規定により報告する。

令和５年８月31日提出

岡崎市長 中 根 康 浩
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専 決 処 分 書

議会の権限に属する事項中、市長の専決処分事項（昭和32年３月26日議決）に

より指定された条例を改正することについて、次のとおり専決処分する。

令和５年８月30日専決

岡崎市長 中 根 康 浩

岡崎市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例

岡崎市災害派遣手当等の支給に関する条例（平成18年岡崎市条例第９号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「第44条」を「第26条の８」に、「新型インフルエンザ等緊急事態派

遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。

附 則

この条例は、令和５年９月１日から施行する。
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